
城東区社会福祉協議会（城東区在宅サービスセンター） 

クラウド版デスクネッツネオ導入等業務委託事業者募集のお知らせ 

 

 城東区社会福祉協議会（城東区在宅サービスセンター）のクラウド版デスクネッツ

ネオ導入等業務委託事業者を次により募集しますのでお知らせします。 

記 

 

１．入札案件名  城東区社会福祉協議会（城東区在宅サービスセンター） 

クラウド版デスクネッツネオ導入等業務委託契約 

 

２．業務内容    ライセンス提供  

（１）クラウド版  desknet’s NEO スタンダードコース  アカウント（ライセンス）  

の提供  

（２）クラウド版  desknet’s NEO 導入支援（初期導入作業）  

・導入に向けた打合せ  

・初期設定（環境・マスタ・管理者設定）  

・管理者教育（desknet’s NEO・AppSuite）  

・ワークフロー作成代行  

・メールアカウント設定（60 ユーザー分） 

              ※詳細は、仕様書等のとおり  

 

３．履行期間   令和８年７月１日～令和９年３月３１日 

 

４．入札参加資格 

 （１）大阪市または大阪府入札参加資格を有する者及びそれに準ずる公的機関の 

    入札参加資格を有する者 

 （２）P マークまたは ISMS を取得している業者であること。 

（３）次の事項に該当する者は、参加資格を有しない。  

   ア 契約を締結する能力を有しない者  

   イ 破産者で復権を得ない者  

   ウ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるもの  

   エ 入札書提出期限の日から起算して２年前の日以降において、次に掲げる者

の一に該当している者。これを代理人、支配人その他使用人として使用す

る者についてもまた同様とする。  

①  契約の履行にあたり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関し

て不正の行為があった者  

②  公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益

を得るために連合したもの。  

③  落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を妨げた者  

④  監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者  



⑤  正当な理由がなくて契約を履行しなかった者  

⑥  ①～⑤に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行にあ

たり代理人、支配人、その他使用人として使用した者  

⑦  ①～⑥に該当する者を入札代理人として使用する者  

  

５．入札参加申請等の手続き 

 （１）入札参加申込み  

①申請方法    別紙「入札参加申請書」を下記まで提出してください。  

            （FAX 可。ただし、受信確認を必ず行った上、後日原本を  

提出してください。）  

   ②申請書交付場所 大阪市城東区社会福祉協議会提出先窓口及びホームページ  

            大阪市城東区中央 2 丁目１１－１６  

   ③提出先     大阪市城東区社会福祉協議会   担当 松田・畠山  

            大阪市城東区中央 2 丁目１１－１６  

   ④期 間   令和８年５月１１日（月）～令和８年５月２０日（水）  

          午前９時～午後５時  

   ⑤その他   令和８年５月２２日（金）を目途に資格通知します。  

  

 （２）提出書類  入札書、見積書  

  

（３）提出期限  令和８年６月５日（金）正午まで  

（持参または郵送にて受付）  

           

（４）開  札  開札は、入札資格を通知したすべての入札書の提出が確認され

次第行います。結果は、後日ＦＡＸ等でお知らせします。  

                                 

 ６．問い合わせ先 大阪市城東区社会福祉協議会   担当 松田・畠山  

          TEL 06‐6936‐1131 FAX 06‐6936‐1154 

 

７．その他事項  

（１）公募型一般競争入札の申請書類の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負

担とする。 

（２）この一般競争入札を行う場合に遵守すべき事項は、「入札のお知らせ」、「入

札指名通知事項」による。 

（３）保証人は不要とする。 

（４）参加者（参加申請者が共同企業体の場合はその構成員を含む。）が大阪市暴

力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、参加資格を有し

ない者のした入札とみなし無効とする。 

（５）落札後、契約締結までに、落札者が大阪市暴力団等排除措置要綱に基づく入

札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。 



（６）契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市暴力団等排除措置要綱

に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがある。 


